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第７１回広島大学経営協議会議事要録 

 

日 時  令和元年６月２５日（火） １５時３０分～１５時５５分 

 

場 所  広島大学法人本部棟４Ｆ会議室 

 

出席者  学外委員：苅田，菊地，郷，白石，山西の各委員 

     学内委員：越智，宮谷，相田，佐藤，楯，河原，木内，山田の各委員 

 

欠席者  学外委員：岡畠，ギナンジャール，國井，佃，結城の各委員 

 

列席者  渡邉副学長，吉村副学長，西村副学長，大段副学長，丸山副学長，津賀副学長，木原副学長，

古澤副学長，相原副学長，野上監事，栗栖監事，竹内学長補佐，由井副理事，長谷川部長，

堀田副理事，野田部長，安井副理事，佐々本部長，槇原副理事，原部長，山内副理事， 

岩瀬部長，畑尾部長，松永部長，眞田部長，郷原部長，長谷川所長，吉岡部長，
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以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

（特に質疑応答なし） 

 

（議事３） 

● 平成３０年度決算及び決算確定に伴う令和元年度補正予算についいて 

（越智学長提案，山田理事（財務・総務担当）説明，別紙３） 

◇ 平成30年度決算については，国立大学法人法第20条第４項第４号の規定に基づき，経営協議会で審

議することとなっており，会計監査人及び監事から監査報告書の提出を受け，「平成30年度決算報告

書」のとおり確定した。 

また，確定した収入支出決算残額については，令和元年度予算として配分することになり，平成31

年３月27日開催の経営協議会及び役員会で承認された令和元年度当初予算を補正したい。 

 

以上の提案・説明に引き続き，野上監事から平成30事業年度に係る財務諸表，事業報告書及び決算

報告書は，国立大学法人広島大学の業務運営の状況を適正に示していること等の監査報告があり，審

議の結果，原案のとおり承認した。 

 

（特に質疑応答なし） 

 

（議事４） 

● 令和２年度概算要求事項について 

（越智学長提案，山田理事（財務・総務担当）説明，別紙４） 

◇ 令和２年度概算要求事項について，次のとおり要求する。 

・組織整備計画は，２研究科の設置及び当該研究科設置に伴う９研究科の廃止 

・機能強化経費（機能強化促進分）は，12件の取組（新規２件，継続10件） 

・機能強化経費（共通政策課題分）は，全国共同利用・共同実施分４件，教育関係共同実施分４件

（内新規事業１件），数理・データサイエンス教育強化経費１件 

・基盤的設備等整備分は，11件（教育設備２件，研究設備８件，医療設備１件） 

・施設整備費補助金は，建物改修及び基幹・環境整備の21件 

令和2年度概算要求事項については，今後の文部科学省への事前相談により，要求事項及び順位の最

終決定は学長が行った上で，文部科学省へ概算要求する。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

（特に質疑応答なし） 

 

（議事５） 

● 広島大学学長選考会議委員の選出について 

（越智学長提案，説明，別紙５） 

◇ 学長選考会議委員の選出については，広島大学学長選考会議規則第２条の規定により，経営協議会

学外委員から４人，教育研究評議会評議員から４人を選出することとなっており，前期の経営協議会

学外委員の任期満了に伴い，経営協議会学外委員１０人のうちから４人を選出する必要がある。 

既に教育研究評議会評議員からは，小山大学院教育学研究科長，加藤大学院先端物質科学研究科長，

秀医学部長及び津賀副学長）医系科学研究担当）の４人が選出されている。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，菊地委員，郷委員，白石委員及び佃委員を選出した。 

 

（特に質疑応答なし） 
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● 令和元年６月期役員の期末手当に係る業績勘案率及び支給額について 

（越智学長提案，説明，別紙１） 

◇ 役員に支給する期末手当の支給額については，役員報酬規則第７条第５項の規定において，当該役

員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会の議を経て，増額し，又は減額した額とすることが

できることとなっており，学長及び理事については，役員の期末手当に係る取扱要項第３第１項の規

定により学長が作成した役員評価表を基に，また，常勤監事については，監事が作成する業務執行状

況書等を基に，経営協議会の議を経て決定する各役員の業績勘案率により支給することとなっている。 

本議案については，議案の性格にかんがみ，この度から審議方法を変更し，学長と経営協議会学外

委員で審議をさせていただき，決定することとしたい。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，業績勘案率及び支給額については，学長と経営協議会学外

委員で審議を行い決定することとし，当該審議において原案のとおり承認した。 

 

（特に質疑応答なし） 

 

（報告１） 

● 教職大学院認証評価自己評価書について 

（山田理事（財務・総務担当）報告，資料１） 

◇ 学校教育法第109条第３項及び学校教育法施行令第40条に基づき，専門職大学院を置く大学にあって

は，当該専門職大学院の教育課程，教育組織その他教育研究活動の状況について，５年以内ごとに文

部科学大臣が認証する評価機関による評価を受けることとされており，今年度に教職大学院の認証評

価を受けなければならないことから，教職大学院認証評価自己評価書（案）を策定した旨，報告があ

った。 

 

（特に質疑応答なし） 

 

 

 

以 上 


